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Ⅰ．はじめに 

 戸田市教育委員会においては、平成 27年度（2015年度）より、産官学民と連

携した教育改革として「SEEP1プロジェクト」を推進してきたが、その大きな柱

の１つが EBPM（エビデンスに基づく政策立案）である。 

本市教育委員会では、学校村・教育村に瞭然と横たわる課題である「３Ｋ」（経

験、勘、気合い）のみで互いに納得し合ってしまう文化を変えたい。個人的な経

験や考えのみに左右されることなく、データ等を基にアカウンタビリティを確

保するとともに、それらが暖かみを持ちながら人の判断をサポートする教育を

進めたい。そう長く考えてきた。 

このような思いから、令和元年（2019 年）６月には、データ等を基に、教師

の匠の指導技術や子供の学びのプロセス、または子供の発する微細なＳＯＳを

外化（可視化、言語化、定量化）することで、暗黙知を形式知に変換し、蓄積さ

れた教育財産の共有・伝承をしていくことなどを目指して「教育政策シンクタン

ク」（以下「シンクタンク」という。）を設置2し、産官学民との連携の下、様々

な研究を実施してきた。 

また、令和３年度には、教育経済学や学習科学、経済学、教育工学、個人情報

保護、スクールコンプライアンス等の分野の有識者から構成されるアドバイザ

リーボードをシンクタンクに設け、後述の「教育総合データベース」(以下「デ

ータベース」という。)について、構想段階での検討を行ってきた。 

 

こうした中、令和３年９月、政府にデジタル庁が創設され、個人情報の適正な

取扱いを確保の上、地方公共団体において教育・保育・福祉・医療等のデータを

分野を超えて連携させ、真に支援が必要なこどもや家庭に対するニーズに応じ

たプッシュ型の支援に活用する際の課題等を検証する「こどもの各種データの

連携による支援実証事業」（以下「実証事業」という。）が、同庁の令和３年度補

正予算に計上された。このような中で、本市のデータベース事業3が令和４年４

月、実証事業の実施団体の１つとして採択された。 

本市が目指すのは、誰一人取り残されない、子供たち一人一人に応じた支援の

                                                      
1 Subject（教科教育）、EdTech（Education×Technology）、EBPM（Evidence-Based Policy 

Making）、PBL（Project-Based Learning：課題解決型学習）のアクロニムを指す。

「SEEP」には、「浸透する」や「薫習（くんじゅう）」という意味がある。 
2 令和元年６月 19日教育長決裁 
3 事業の詳細については、実証事業計画書（アドバイザリーボード（第２回）参考資料

５）や、「教育総合データベースの検討状況について」（アドバイザリーボード（第３回）

資料１－１）を参照。 
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実現である。それに向けて、（１）子供たちの SOS の早期発見・支援4、（２）貧

困・虐待等の困難を有する子供への支援5、（３）学校カルテによる現場への継続

的改善のためのフィードバック6、を具体的な活用イメージとしつつ、教育委員

会及び市長部局に分散している子供に関わるデータについて、教育分野を軸に

したデータベースを整備し、検証を行っていくこととしている。 

 

 

今後、こうした方針に基づき、データベースの具体的な設計について検討を行

い、構築の段階に入っていくこととなるが、その上では、最先端の知見を取り入

れつつ学術的に適切な計画を立て、かつそれが教育の本質に寄与するものであ

ること、さらにコンプライアンス上適切な取組であることが必要である。 

                                                      
4 不登校、いじめ等に関し、子供たちの SOSが事前に何らかの兆候として現れていない

か。それを踏まえ、ニーズに応じた早期支援ができないか。 
5 上記（１）のような SOSの兆候が現れた場合に、家庭的なリスクに係るデータを市内の

関係部局等に共有することにより、貧困・虐待等の困難を有する子供や家庭への支援につ

なげることができないか。 
6 家庭の社会経済的背景（SES）等が困難な状況にもかかわらず学力向上等を達成している

学校には、共通する特徴があるのではないか。そうした傾向の分析により、継続的改善のた

めのフィードバックが提供できないか。 
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こうした問題意識から、安全・安心に教育データを利活用するための留意事項

を、本文書として取りまとめることとした。 

 

本文書は、データベースをはじめとした、教育データ7の利活用全般を対象と

するものである。全体的な取り扱いとしては、基本的な方針に係ることについて

は教育データの利活用全般に、具体的措置に関することはデータベースに、それ

ぞれ主として適用されるものであるが、特にデータベースのみを対象とする事

項については、本文書中、その旨を明記することとしている。 

 

本ガイドラインの策定に当たっては、アドバイザリーボードにおいて、様々な

分野において専門的な知見を有する有識者からの御指導・御助言を頂戴すると

ともに、検討のプロセスも含めて幅広く世の中に対して公開し、市民や世論と対

話しながら政策を進めていくことを心掛けてきた。 

また、本ガイドラインは、「こどもに関する情報・データ連携 副大臣プロジ

ェクトチーム」や文部科学省「教育データの利活用に関する有識者会議」といっ

た、国の最新の動向も参考として策定している。他方、「一度決定したら終わり」

というものではなく、実証事業の進捗を踏まえつつ、必要な場合には、適宜見直

しを行うこととしたい。 

  

                                                      
7 「教育データ」の範囲については様々な議論があるが、本文書では、教育上の目的のた

めに利活用されるものである限りにおいて、教育委員会（や学校）以外の市役所の部局が

保有するデータについても便宜上含まれるものとして取り扱っている。 
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Ⅱ．教育データ利活用の基本的な方針 

教育データの利活用は、例えば以下のような効果により、「見えなかったも

のが見えてくる」ことを通じて、学力向上や生徒指導上の課題への対応など、

様々な教育課題解決の一助となる可能性がある。 

・ それまで気付けなかった支援が必要な子供の発見 

・ 複数のデータの活用によるアセスメントの質の向上 

・ 子供たちが主体的に自らの考えを外化（言語化・可視化・定量化など）

したり、互いの学びのプロセスを共有したりする中で、子供たちも教師も

リフレクションが深まる気付きを多く得られること 

・ 教師が説明可能な判断を行うことができるようになったり、直観で感じ

ていたことが客観で裏付けられること 

・ 教師のインサイト（腹落ち・言われて見れば確かに）を発掘すること 

・ 教職員等の気付きや判断を刺激し、補強できること 

・ 経験、勘、気合いのみの指導からの脱却 

・ 「よい授業」の納得解や腹落ちの共有化 

・ 優れた教師の経験や勘、匠の指導技術を可視化するなど、優れた暗黙知

の共有化や形式知への転換 

・ 情報共有等の効率化 

 

他方で、データは暖かみのない冷たいものだ、評価の材料に使われるのでは

ないか、情報漏洩が心配である、といった不安感や抵抗感の声があるのも事実

である。 

児童生徒は基本的に未成年者であることも踏まえれば、教育のデジタル化の

ミッションである「誰もが、いつでもどこからでも、誰とでも、自分らしく学

べる社会」8を実現していく上では、「安全・安心」の確保を図ることが大前提

である。 

 

こうしたことを踏まえ、教育データ利活用の基本的な方針を、以下に示す。 

 

１．教育は技術に優先する 

 〇 本市におけるデータベースをはじめとしたデータ利活用の目的は、誰一

                                                      
8 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和４年６月７日閣議決定）及び「教育デー

タ利活用ロードマップ」（令和４年１月７日デジタル庁、総務省、文部科学省、経済産業

省） 
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人取り残されない、子供たち一人一人に応じた支援の実現9にある。また、

データベースが人間の判断を代替するということではなく、あくまでも教

職員等の気付きや判断をサポートするツールとして位置付ける必要がある。

さらに、データは必ずしも万能なものではなく、「データ化する必要のない

もの」「データで測れていないもの」が存在することを常に認識すべきであ

る。 

こうした意味で、「手段」であるデータ利活用が、「目的」化しないように

する必要がある。 

 〇 アルゴリズムや判定ロジックの設計等に当たっても、上記の考え方に基

づき、本市が主体となって具体的な仕組みを検討するとともに、定期的に評

価する。 

 

２．差別的取扱いの禁止等 

 〇 教育データの利活用により、例えば特別支援学級や通級による指導の対

象とすべき者を恣意的に選別したり、いじめっ子を予測するなど、児童生徒

個々人のふるい分けを行ったり、差別的な取扱いや不適正な利用につなが

ることがないようにする。 

 〇 これを含め、教育データの利活用は、本人や保護者の理解・納得の上で行

われる必要があり、望まない形で行われることによって、個人が権利利益の

侵害を受けることのないようにする必要がある。 

 

３．内心の自由の保障等 

 〇 教育データの利活用により、信条や価値観等のうち本人が外部に表出す

ることを望まない内面の部分を可視化することがないようにする。 

 〇 また、外部に表出している部分であったとしても、行動の細部まで把握さ

れ、逐一監視されるような教育環境に児童生徒が置かれるとすれば自由の

制約になる可能性もあり、こうしたことにも留意する必要がある。 

 

４．教育の機会均等と水準の維持向上 

 〇 教育データは、あくまでも学校経営や教育指導の改善といった、教育の機

会均等と水準の維持向上に資する目的で利活用することとし、学校又は児

                                                      
9 これは、今回新たに教育委員会や学校現場に付加されるものではなく、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 21条第４号に規定する「教育委

員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関す

ること。」並びに小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領に規定する「個に応じた指

導」（学習者視点からは、「個別最適な学び」）といった、法令に基づく事務をより適正か

つ効果的に実施する上で必要となるものである。 
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童生徒の成績等の序列化や一面的な評価につながることのないようにする。 

 〇 教育データを利活用する主体として想定されるのは、児童生徒、保護者、

教職員、学校、自治体、大学、民間事業者等であるが、何よりも学習者であ

る児童生徒が受益者となるよう、各主体が連携して取り組んでいく必要が

ある。 
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Ⅲ．教育データ利活用に際しての具体的措置 

上記Ⅱを踏まえ、データベースをはじめとした教育データ利活用に際して求

められる具体的措置について、以下示す。 

 

１．データガバナンス体制の確立 

データベースについては、部局横断的な取組であることから、個人情報等

の取扱いについて責任を有する主体が従来以上に不明確になるリスクがあ

り、これに対応した制度設計や運用を行う必要がある。このため、こうした

取組に当たっては、個人情報等を取り扱う各主体のみならず、データ連携等

を推進する者においても、データガバナンス体制の構築等に取り組むことが

重要であると考えられる10。 

この点、デジタル庁の有識者会議において策定された「こどもに関する各

種データの連携に係る留意点（実証事業ガイドライン）11」（以下「デジタル

庁ガイドライン」という。）においては、「データ連携の際には、地方公共団

体が分散管理する情報やデータが、法令等に基づいて、適正に取り扱われる

必要があり、そのためのデータガバナンス体制を、地方公共団体内の複数の

主体が連携して構築する必要がある。」とされている。 

具体的には、①各担当部局からデータを組み合わせてアルゴリズム等を用

いて人によるアセスメントの補助となる判定を行う部局（以下「総括管理主

体」という。）を中核に、②教育・保育・福祉・医療等のそれぞれの分野に関

するデータを保有する担当部局（以下「保有・管理主体」という。）、③匿名

加工等を行ったデータを分析して総括管理主体が困難な状況にあるこども

を把握するためのアルゴリズム等を作成する者（以下「分析主体」という。）、

④データの提供を受け人によるアセスメントやプッシュ型（アウトリーチ型）

の支援につなげる者（以下「活用主体」という。）がそれぞれ、適切な役割分

担と責任関係を構築した上で、各主体の事務処理状況をチェックする体制の

整備を行い、個人情報等の適正な取扱いを確保しながら、取組を進めること

が重要であるとされている。また、各主体において、違法又は不当な行為を

助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報等が利用されないよ

うにすることが必要であるとされている。 

 

これも踏まえ、本市においては、各主体が以下のような役割分担の下、相

互に連携・協力して実証事業に取り組むこととしている。 

                                                      
10 「個人情報等の適正な取扱いに関係する政策の基本原則」（令和４年５月 25日個人情報

保護委員会）参照 
11 2022年６月 17日こどもに関する各種データの連携に係るガイドライン策定検討委員会 
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主体名 本市において対応する部署等 

総括管理主体 教育委員会事務局教育政策室 

保有・管理主体 教育委員会事務局教育政策室、同学務課、こども健やか

部こども家庭支援室、同保育幼稚園課、健康福祉部福祉

保健センター 

分析主体 教育委員会事務局教育政策室、データベースの分析を

担当する事業者 

活用主体 教育委員会事務局教育政策室、こども健やか部こども

家庭支援室、戸田市立小中学校の校長等 

 

（１）総括管理主体 

特に、総括管理主体である教育政策室においては、保有・管理主体から

のデータ提供を受けて分析主体に情報提供することや、人によるアセスメ

ントの補助となる判定の結果について支援を行う活用主体へ情報提供す

ることなど、データベースに関するデータ全般を総括的に管理し、データ

ガバナンス体制の中核となる役割が想定される。 

そのため、「戸田市情報セキュリティポリシー」に基づく役割のほか、

分野を超えて情報を連携する目的を適切に定め、当該目的の範囲内におい

てデータ連携とその活用が行われていることを厳格に管理すること等が

求められる。 

具体的には、主に以下のような対応を行ってきているところである。 

 

   ・データ項目の必要最小限性の担保 

上記Ⅰで述べた具体的な活用イメージのうち、（１）子供たちの SOS

の早期発見・支援、（２）貧困・虐待等の困難を有する子供への支援、

については、分析結果を踏まえて当該子供への支援を行うことを想定

しており、したがって個人情報として取り扱うこととなる。 

このため、例えば（１）子供たちの SOSの早期発見・支援のうち不登

校の早期発見・早期対応については、文部科学省調査12で不登校の要因

として示されている、「学校に係る状況」「家庭に係る状況」及び「本人

に係る状況」に関連するデータ項目に絞って、かつデータが分析に耐え

得る程度まで整っているものについて、連携・分析を行うことを想定し

ており、子供に関するあらゆるデータ項目を幅広に連携・分析するとい

うことではない。 

                                                      
12 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 
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また、データベース構築のためだけに子供達から新たにデータを取

ることは現時点において考えておらず、これまでに既に取得している

データを適切な方法で連携し、分析を行っていく。 

このように、政策目的に照らし、個人情報等の取扱いが必要最小限の

範囲内で相当であるか否かを検討した上で取り組むこととしている。 

 

   ・個人情報の保護措置の実施 

教育政策室外の部署が保有する個人情報をデータベース構築のため

に利用することに関連して、戸田市個人情報保護条例13（以下「市個情

条例」という。）に基づき、①教育総合データベースの構築が新たに個

人情報取扱事務を始める場合に該当すること（市個情条例第８条）、②

担当部署である教育政策室以外の部署が保有する個人情報を取得する

場合に該当14すること（市個情条例第９条）、③データベースの構築に係

る事務を外部に委託等する場合に該当15すること（市個情条例第 13条）、

について令和４年５月 24日に戸田市情報公開・個人情報保護運営審議

会（以下「審議会」という。）へ諮問を行い、承認を得た。 

令和５年度以降については、３．（１）で述べるとおり、デジタル社

会形成整備法による改正後の個人情報保護法において、地方公共団体

の個人情報保護についても、共通的なルールとして国の個人情報保護

法が適用されることとなることから、この改正法に基づき、必要となる

個人情報の保護措置を実施していくこととする。 

                                                      
13 平成 11年 3月 30日条例第 3号 
14 氏名・生年月日・性別等、学校名・学年、宛名コード、学校定期健診及び保健室利用状

況については教育委員会内の他部局が保有しているものとして目的外利用に、保育幼稚園

在園時の状況、保育要録及び乳幼児健診については市長部局が保有しているものとして外

部提供に、それぞれ該当する。 
15 今回の実証事業に当たり、データベースの構築については株式会社アイネスと、データ

ベースの項目整理及び分析については半熟仮想株式会社と、それぞれ連携することとして

おり（詳細は実証事業計画書（アドバイザリーボード（第２回）参考資料５）参照）、令

和４年６月１日には、戸田市とこれら事業者の三者間で、秘密保持や個人情報の取扱い等

について定めた「教育総合データベース構築事業に係る協定書」を締結した。 
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また、後述の分析主体への情報提供に当たっての加工や安全管理措置を

はじめ、データ管理を万全にすることやデータ流出等へのリスクを最小化

すること、データの取扱いやデータ連携によるメリットについて丁寧に説

明すること等の対応も行っているところである。さらに、個人情報の取扱

いを事業者等に委託等する場合においては、自らが行うべき安全管理措置

の一環として、当該事業者等に対する監督等を行うこととしている。 

こうした取組を通じて、児童生徒本人、保護者、学校関係者、市民、さ

らには世論一般の不安感や懸念を払しょくし、データ連携に対する理解を

醸成できるよう引き続き取り組んでいく。 

 

（２）保有・管理主体 

    保有・管理主体である教育政策室、学務課、保育幼稚園課、健康福祉部

福祉保健センターにおいては、前述した個人情報の目的外利用や外部提

供に係る審議会への諮問の過程において、総括管理主体や分析主体が必

要とするデータについて、総括管理主体からの依頼を受け、元の利用目的

分野を超えて情報を連携する目的との関連性を確認し、必要なデータを

特定し、抽出・提供を行った。 

    今後とも、上記部署に加えてこども健やか部こども家庭支援室を含め
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た関係部署との関係において、目的外利用や外部提供が必要となる場合

には、データを扱う担当者や責任者を明確にするとともに、どの部局等に

提供するのか、データを提供することの必要性は何か、どのような方法で

データを取得・提供するか等について、総括管理主体である教育政策室と

ともに整理を行っていくこととする。 

 

 （３）分析主体 

    分析主体である教育政策室及びデータベースの分析を担当する事業者

（以下「分析事業者」という。）においては、総括管理主体である教育政

策室によって組み合わされ、目的や必要に応じて匿名加工16等が行われた

データの提供を受け、不登校等の困難な状況に陥る可能性のある子供を

早期発見するために傾向を分析し、判定ロジックやアルゴリズムについ

てまとめることが考えられる。 

この点、上記（１）において述べたとおり、データベースの構築に係る

事務を外部に委託等する場合については審議会の承認を得ており、したが

って個人情報を分析事業者に提供することは、市個情条例上特段の問題は

ない。 

他方で、当該情報が子供のプライバシーにも関わる重要なものであると

の共通認識から、教育政策室と分析事業者の間における協議の結果、教育

政策室の事務担当者が各データに個人情報が含まれているかを目視で確

認し、含まれている場合には、個人情報が含まれている列を指定して暗号

化するファイルを使用し、氏名等の単体で個人を識別することができる記

述等を削除した上で、総括管理主体である教育政策室から、分析事業者に

情報提供することとしている。 

こうした厳格な措置を通じて、情報を分析する場合についても、情報の

適正な取扱いの確保を図っているとともに、データ連携を基とした分析手

法について両者の連携の下、多角的な観点から検討を行っているところで

ある。 

 

 （４）活用主体 

    活用主体である教育政策室、こども健やか部こども家庭支援室、戸田市

立小中学校の校長等には、総括管理主体である教育政策室から分析結果

等に係る情報の提供を受け、それを一助として、これまでに把握している

情報とも総合的に照らし合わせながら、困難な状況にあると判断した子

                                                      
16 個人情報を特定の個人を識別することができないように加工し、当該個人情報を復元し

て特別の個人を再識別することができないようにしたもの 
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供のアセスメントを行い、プッシュ型（アウトリーチ型）の支援を行うこ

とが求められる。 

    その際には、個人情報等の適正な取扱いの確保のため、後述の安全管理

措置を講ずることとする。 

 

２．安全管理措置の実施 

データベースの構築及び運用に当たっては、デジタル庁ガイドラインにお

いても記載されているとおり、個人情報等の適正な取扱いを確保するために、

個人情報等の安全管理のための必要かつ適切な措置を講ずる必要がある17。 

なお、情報の取扱いに当たっては、市個情条例（デジタル社会形成整備法

による改正後の個人情報保護法（地方公共団体に係る改正部分）の施行後は、

当該改正後の個人情報保護法）や、「戸田市情報セキュリティポリシー」 、

「戸田市学校情報セキュリティポリシー」 等の関係法令に則り、対応する

こととする。 

具体的には、上記１．に記載のデータガバナンス体制を整備した上で、以

下にあるような、個人情報等の取扱いに係る責任者の設置等の組織的安全管

理措置、個人情報等の取扱いに携わる職員や関係者への教育訓練等の人的安

全管理措置、個人情報を取り扱う端末の制限等の物理的安全管理措置、個人

情報等へのアクセスコントロールやログの管理等の技術的安全管理措置を

取ることが求められる。 

 

（１）組織的安全管理措置 

     データベースに係る組織体制としては、本件の総括事務を司る教育

委員会事務局教育政策室長（以下「教育政策室長」という。）を管理責

任者とし、教育政策担当課長又は教育指導全般を所掌する教育政策室

指導担当課長を管理責任者補佐とする。また、個人情報等を扱う担当者

としては、データベースに係る事務を所掌する教育政策担当の事業全

体を統括する職員、市内関係部局との調整を行う職員、データの整備・

分析を行う職員等に加え、不登校に係る事務を所掌する戸田市立教育

センター所長を指定することとする。 

さらに、データベースに係る個人情報の取扱状況を定期的に関係者

                                                      
17 この際、求められる安全管理措置の内容は、保有個人情報の漏えい等が生じた場合に本

人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事務又は業務の規模及び性質、保有個人情報

の取扱状況（取り扱う保有個人情報の性質及び量を含む。）、保有個人情報を記録した媒体

の性質等に起因するリスクに応じて、必要かつ適切な内容としなければならないものとさ

れている。（「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド（行政機関等向

け）」（令和４年２月（令和４年４月一部改正）個人情報保護委員会事務局）） 
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が確認するとともに、仮に漏えい等の事案（漏えい等が疑われる事案を

含む。）が発生した場合には、管理責任者から、「戸田市情報セキュリテ

ィポリシー」に基づく報告先であるデジタル戦略室長（最高デジタル責

任者）、教育部長（統括情報セキュリティ担当者）及び行政管理課長の

ほか、市長、教育長及び副市長（統括情報管理者）に対し、可及的速や

かに報告を行う。そして、最高デジタル責任者の助言を得つつ、速やか

に課題の特定及び解決策の実行に当たるものとする。 

     これらも含め、個人情報の取扱状況を定期的に把握するとともに、安

全管理措置についてもその状況を確認し、必要があれば見直しを行う

こととする。 

 

（２）人的安全管理措置 

     データ連携によって個人情報等を扱うこととなる職員には、機微性

の高いデータを扱っている自覚や、高い規範意識が求められるため、こ

れらの意識醸成が必要である。 

具体的には、市として職員全般に対して行っている情報セキュリテ

ィに係る教育・研修とは別途、データベースの管理・運用・セキュリテ

ィ対策などに関する研修を、関係職員に対して実施することとする。 

  

（３）物理的安全管理措置 

     データベースの構築に際しては、機器及び電子媒体等の盗難等の防

止、電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止等の措置を講ずるこ

とが求められる。 

今回のデータベースはクラウドサービスではなく、いわゆるオンプ

レミス環境を利用することから、立ち入る権限を有する者を制限する

ことや、入退室記録等による監視、外部記録媒体の持ち込み制限等の措

置を講じることとする。 

     また、データベースの構築を担当する事業者が作業を行う場合にも、

本市の所有する環境で使用させることとし、本市指定の入退室登録届

を作業の都度作成・提出させるなど、事業者においても適切な措置を講

ずることを求めることとする。 

  

（４）技術的安全管理措置 

     今回のデータベースについては、システムを介しアクセスすること

とし、データベースに搭載されている個人情報等へのアクセスに際し

ては、データベースに利用者の識別・認証機能を実装する。具体的には、
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ID 及びパスワードによる個人単位で、職種や所属等の必要な区分に基

づいた権限管理（アクセスコントロール）を定めるとともに、相談情報

等の機微な情報を取り扱う場合には、データ項目単位で生体認証等の

２要素認証を行うこととする。このように、「付与する権限は必要最小

限にする」との基本的な考え方の下で、アクセスコントロールのための

措置を講ずることとする。 

     また、アクセスログ機能についてもデータベースに実装した上で、ロ

グイン時刻やアクセス時間、ログイン中の操作内容等が特定できるよ

うにし、アクセスログの確認を定期的に行うこととする。さらに、アク

セスログへの不当な削除・改ざん・追加等を防止する措置やファイアウ

ォールの設置など、外部からの不正アクセスを防止するための必要な

措置についても講ずることとする。 

併せて、データの出力機能をデータベースに実装する場合には、デー

タベースから出力された情報について可搬媒体や情報機器による持ち

出しは原則行わないこととし、その用途等について出力を行った者か

ら報告を求めることとする。また、不要となった個人データについては、

廃棄・消去を適切に行う（詳細は４．（４）及び（５）参照）こととす

る。 

      

 加えて、データベースの構築並びにデータベースの項目整理及び分析を担

当する事業者（以下「関係事業者」という。）においても、実証事業の実施の

範囲内で、必要かつ適切な安全管理措置が行われるよう、本市は定期的な確

認等を行うこととする。 

 

３．関係者に対する丁寧な説明等 

   今回のデータベースは、本市の市立小中学校に在籍する児童生徒を須ら

くその対象とするものであることから、その構築・運用に当たっては、児童

生徒本人、保護者、学校関係者、市民、さらには世論一般に対しても、丁寧

な説明を尽くし、理解を醸成していく必要がある。これは、データベースに

限らず、教育データの利活用全般についても同様に妥当するものである。 

また、教育データは児童生徒本人又は保護者にとって関心事でもあること

から、そのような情報の自己開示の請求があった場合の対応についても早急

に検討が必要である。 

   こうしたことを踏まえ、以下の取組を実施していく。 

 



17 

 

（１）利用目的の丁寧な説明 

    デジタル社会形成整備法による改正後の個人情報保護法においては、

地方公共団体の個人情報保護についても、共通的なルールとして国の個

人情報保護法が適用されることとなり、当該改正の施行（令和５年４月１

日）後においては、以下のようなフロー18で対応することが想定される。 

 
 

本市の構築するデータベースに関連しては、前述のとおり、改正法の施

行前である現時点においては、市個情条例に基づく目的外利用又は外部

提供としての対応を行っているが、改正法の施行後においては、利用目的

以外の目的のための利用が「恒常的」か「臨時的」かに応じて、改正法に

基づく目的外利用又は外部提供としての対応のほか、利用目的の変更と

しての対応となる可能性も考えられる。いずれにしても、児童生徒本人及

び保護者に対する丁寧な説明を尽くすことが求められると考えられる。 

具体的な手法については、例えば、データベースに搭載する個人情報に

ついて、今後、児童生徒等から新たに取得を行う際には、当該取得に係る

事務連絡等の行政文書において、例えば、「この他、いただいた情報は、

教育総合データベースにおける、誰一人取り残されない、子供たち一人一

人に応じた支援の実現のための不登校等の傾向の分析及び当該分析の結

果を踏まえた支援に限って利用することとします。」といったような説明

を付記することも考えられるが、今後、国の検討状況も踏まえながら、庁

内関係部局とも連携しつつ、整理を行っていく。 

 

 （２）学校現場におけるデータ利活用の文化醸成 

    本市においては、国の GIGA スクール構想に先立ち、平成 28 年頃から

ICTの活用に向けた環境整備を行っており、子供たちが１人１台端末を日

                                                      
18 こどもに関する情報・データ連携 副大臣プロジェクトチーム（第３回）（令和４年４月

７日デジタル庁）資料より 
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常使いする光景は、普段の授業でも見られるところである。 

    他方で、学校現場において教育データを利活用するという実践につい

ては、まだ浸透しているとは言えない状況にある。その理由としては、例

えば、データ利活用の必要性が十分に理解されていないこと、利活用の具

体的な実践事例が不足していること、教職員に必要なデータリテラシー

が育成されていないこと、などが考えられる。 

このため、データ利活用の視点として、①目的（目的を持ってデータを

収集・活用することや、課題を指摘するだけでなく褒めるためにデータを

活用すること）、②範囲（データとは学力・学習状況調査のテスト結果だ

けでなく、様々な量的・質的データが存在すること）、③粒度（推移を見

たり、一定集団に分解すること）、④鮮度（収集から分析までのサイクル

を早く回すこと）、⑤文化（データ利活用の文化醸成には学校管理職等の

キーパーソンが必要であること）、といったことを学校現場に伝えている

ところである。 

 

 
 

  また、学校現場に対する支援としては、これまでも、教育データ利活用

に専門的な知見を有する本市教育委員会の職員が中核となり、学校訪問に

おいて基礎的なデータの分析結果等について共有し、議論の材料としたり、

個別に埼玉県学力・学習状況調査の結果を分析する機会等を設けてきたと
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ころである。 

これに加え、今後、教育データ利活用に専門的な知見を有する現職の教

職員について、「教育データ利活用アンバサダー」（仮称）として委嘱を行

う予定であり、今後、当該アンバサダーも活用しながら、市内の教職員等

を対象とする研修等の機会を捉えて、学校現場におけるデータ利活用の文

化醸成や実践事例の蓄積に向けた伴走型支援を行っていくこととする。 

 

 （３）幅広い市民・世論の理解の醸成 

データ連携に対する市民・世論の不安感や懸念を払しょくする観点か

ら、データベースに係る検討の内容やプロセスについては、幅広く世の中

に対して公開し、市民や世論と対話しながら政策を進めていくことが、こ

のデジタル社会においては一層不可欠である。 

このため、本市としては、これまで以下のような様々な場で機会を捉え

て説明を行ってきている。特に、令和３年度は非公開で開催したアドバイ

ザリーボードについては、令和４年７月から公開で開催し、全国各地から

中央省庁、地方自治体、教育関係者、大学・研究機関、民間企業など、約

160 名の方に視聴いただいた。視聴者に対する匿名アンケートの中では、

目的をしっかりと定めデータの利活用を進めることの重要性への共感や、

不登校等の SOS の分析の効果への期待、さらには個人情報や倫理面での

先行的な検討は同様に悩んでいる多くの自治体で参考になるといった御

意見をいただいた。 

 

日時 会議等の名称 URL 

令和４年５月 19日 令和４年第５回戸田市教育

委員会定例会 

https://www.city.toda.sait

ama.jp/soshiki/371/kyo-

somu-kaigi-r04.html 

令和４年７月 20日 戸田市教育政策シンクタン

クアドバイザリーボード

（第２回） 

https://www.city.toda.sait

ama.jp/soshiki/373/thinkta

nk-advisoryboard.html 

令和４年７月 27日 戸田市教育委員会公式

noteを開設し、アドバイザ

リーボードの議題について

解説 

https://note.com/toda_boe/

n/nf903a94acb9d 

令和４年８月１日 戸田市教育委員会公式

noteにおいて、データ利活

用の意義やデータベースの

https://note.com/toda_boe/

n/n72f89ca3d1e6 

https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/371/kyo-somu-kaigi-r04.html
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/371/kyo-somu-kaigi-r04.html
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/371/kyo-somu-kaigi-r04.html
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/373/thinktank-advisoryboard.html
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/373/thinktank-advisoryboard.html
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/373/thinktank-advisoryboard.html
https://note.com/toda_boe/n/nf903a94acb9d
https://note.com/toda_boe/n/nf903a94acb9d
https://note.com/toda_boe/n/n72f89ca3d1e6
https://note.com/toda_boe/n/n72f89ca3d1e6
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構築の内容について解説 

令和４年９月 16日 令和 4 年度第 1 回戸田市総

合教育会議 

https://www.city.toda.sait

ama.jp/soshiki/111/hisyo-

sougoukyouikukaigi202209.h

tml 

令和４年11月14日 戸田市教育政策シンクタン

クアドバイザリーボード

（第３回） 

https://www.city.toda.sait

ama.jp/soshiki/373/kyo-

seisaku-thinktank-

advisoryboard3.html 

 

今後とも、本市の開催する会議や、国の会議も含め、様々な機会を捉え

て、データベースの進捗状況やその成果・課題等について積極的に情報発

信を行っていく。 

 

さらに、デジタル化やデータ連携のメリットについて分かりやすい形

で情報発信を行うことも重要である。 

例えば、本市で独自に中学生を対象として実施している「学校生活アン

ケート」については、令和３年度までは紙で行い、心理カウンセラーが目

視で結果を見ながら対応が必要な生徒を抽出していた結果、心理カウン

セラーの作業負担が大きく、調査の開始から最後の集計結果が出るまで

約２カ月も時間を要していた。これを令和４年度から Googleforms で行

ったことにより、アンケート終了後からごく数日で対応の緊急性が高い

生徒の結果を学校に返却できるなど、集計の簡素化、教師や心理カウンセ

ラーの負担軽減につながったとともに、個別シートを基にした学校の生

徒対応が早期に可能となったところである。 

こうしたデジタルの効用について、以下の図にあるように、前後比較や

関係者の視点からのメリットを含め、分かりやすい形で引き続き情報発

信を行うことにより、データ利活用に対する理解を醸成していく。 

https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/111/hisyo-sougoukyouikukaigi202209.html
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/111/hisyo-sougoukyouikukaigi202209.html
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/111/hisyo-sougoukyouikukaigi202209.html
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/111/hisyo-sougoukyouikukaigi202209.html
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/373/kyo-seisaku-thinktank-advisoryboard3.html
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/373/kyo-seisaku-thinktank-advisoryboard3.html
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/373/kyo-seisaku-thinktank-advisoryboard3.html
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/373/kyo-seisaku-thinktank-advisoryboard3.html
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（４）開示請求があった場合の対応 

    データベースに搭載される情報のうち、保有・管理主体から提供を受け

たものについては、特段、それが改変される訳ではないため、データベー

スの取組が、その取扱いに特段の影響を与えるものではない。他方、それ

らの情報を基に分析を行った結果等（以下「分析結果等」という。）につ

いては、データベースに固有のものとして生成される新たな情報と言う

ことができる。 

こうした分析結果等について、仮に当該分析の対象となっている児童

生徒本人（実態としては、法定代理人である保護者）から市個情条例第 15

条19及び 19条20に基づき自己情報の開示の請求があった場合には、開示し

                                                      
19 (開示の請求) 

第 15条 市民は、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己情報の開示を請求

することができる。 

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若し

くは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下「代理人」とい

う。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)を

することができる。 
20 (開示の請求手続) 
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ないことができる保有個人情報について規定する同条例第 16 条各号（不

開示事由）21への該当性について、慎重かつ個別具体的に判断を行うこと

とする22。 

その際、児童生徒本人の権利利益の擁護のための最善の措置は何かと

いう視点も踏まえつつ、開示により事務の適正な執行に著しい支障が生

じるおそれや開示しないことの正当性、開示により保護される権利利益

と侵害される権利利益との比較衡量、開示しない公益上の特別の理由の

有無など総合的な観点から、検討を行うこととする。 

 

４．データベースの構築・運用の在り方 

  誰一人取り残されない、子供たち一人一人に応じた支援の実現というデ 

ータベースの目的や、想定されるユースケースを踏まえれば、今後、本市教

育委員会の職員のみならず、市立小中学校の校長等がデータベースを活用す

ることが想定され、そのためには、こうした教育関係者もデータの分析結果

等を容易に理解・活用できるようなユーザーインターフェース（以下「UI」

                                                      

第 19条 自己情報の開示を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、次に掲げ

る事項を記載した規則で定める書面に、当該請求に係る自己情報の本人又はその代理人

であることを証する書面を添えて、実施機関に提出しなければならない。 

(1) 請求者の氏名及び住所 

(2) 開示の請求に係る自己情報の記録の名称及び内容 

(3) その他実施機関が定める事項 

2 前項の規定は、自己情報の訂正、削除、目的外利用等の中止又は事前差止め(以下「訂

正等」という。)の請求について準用する。 
21 (開示しないことができる保有個人情報) 

第 16条 実施機関は、法令等の規定により開示することができないとされるもののほ

か、開示請求に係る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該保有個

人情報を開示しないことができる。 

(1) 診断、判定、指導、選考、推薦、相談その他個人に対する評価又は判断に関する事

務に係る保有個人情報であって、本人に開示することにより当該事務の適正な執行に

著しい支障が生ずるおそれがあり、かつ、本人に開示しないことが正当であると認め

られるもの 

(2) 取締り、捜査、争訟その他公共の安全の確保及び秩序維持に関する事務に係る保有

個人情報であって、本人に開示することにより当該事務の適正な執行に著しい支障を

生ずるおそれがあり、かつ、個人の生命、身体、財産等の保護に著しい支障が生ずる

おそれがあるもの 

(3) 本人以外の第三者である個人が識別される保有個人情報であって開示することによ

り当該第三者の権利利益を侵害するおそれのあるもの 

(4) 前 3号に定めるもののほか、実施機関が、審議会の意見を聴いた上で、開示しない

ことについて公益上の特別の理由があると認められるもの 
22 デジタル社会形成整備法による改正後の個人情報保護法の施行後は、同法第５章第４節

に基づく対応となる。 
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という。）等について検討を行う必要がある。 

また、上記の目的を踏まえれば、支援の対象となる児童生徒が本市の所管

する市立小中学校に在籍しなくなった段階で、当該児童生徒に係る個人情報

については、その保有の目的を終えたことになるとも考えられる一方で、行

政文書の適切な記録・保管や、氏名等の単体で個人を識別することができる

記述等を削除した上でのビッグデータとしての利活用の有用性とのバラン

スを図る必要がある。 

  こうしたことを踏まえ、データベースの構築・運用に係る基本的な考え方

は以下のとおりとする。 

 

（１）想定されるユースケース 

   Ⅰ．で述べたとおり、データベースの具体的な活用イメージとしては、

現時点において、大別して以下の３つを想定している。 

 

①子供たちの SOS

の早期発見・支援 

不登校、いじめ等に関し、子供たちの SOS が事前

に何らかの兆候として現れていないか。それを踏

まえ、ニーズに応じた早期支援ができないか。 

②貧困・虐待等の困

難を有する子供へ

の支援 

上記（１）のような SOS の兆候が現れた場合に、

家庭的なリスクに係るデータを市内の関係部局等

に共有することにより、貧困・虐待等の困難を有

する子供や家庭への支援につなげることができな

いか。 

③学校カルテによ

る現場への継続的

改善のためのフィ

ードバック 

家庭の社会経済的背景（SES）等が困難な状況にも

かかわらず学力向上等を達成している学校には、

共通する特徴があるのではないか。そうした傾向

の分析により、継続的改善のためのフィードバッ

クが提供できないか。 

 

   これを踏まえれば、データベースの活用により当面想定される主なユー

スケースは以下のとおりである。 
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なお、上記はあくまでも検証の射程としてリストアップを行っているも

のであり、その全てを早急に検証することは、時間的・人員的な面の双方

の観点からみて、実現可能性に乏しい。 
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したがって、今後、分析結果等を踏まえて関係事業者とも協議を行いつ

つ、優先順位を定めて随時、その一つ一つについて検証の可能性を見定め

ていくこととする。 

 

  （２）データベースに実装すべき機能 

   上記（１）の想定されるユースケースや、１．から３．までにおいて述

べた点を踏まえれば、最終的にデータベースに実装すべき機能としては、

以下が考えられる。 

機能 その概要 

①アカウント管

理／ユーザー認

証 

・ユーザーID 等の情報を保持し、システム管理者や

権限を与えられたユーザーが登録・修正・削除等を行

う。 

・ユーザーがデータベースを利用する際に、ID/パス

ワード等によりユーザーの認証を行う。 

②データ取り込

み／抽出 

・CSV等のデータを取り込み、自動でデータベースに

反映する。 

・表示されたデータについて、当該項目に絞って CSV

等で抽出できるようにする。 

③検索 ・児童生徒や学校等を検索／選択することで、当該

児童生徒や学校等に係るデータが表示される。 

④リンク ・分析結果等をクリックすると、それに関連する元

データがデータベース内で表示される。 

⑤校務支援シス

テム等との連携 

・校務支援システム等で更新（登録・修正・削除等）

されたデータがデータベースにも自動連携される。 

⑥ダッシュボー

ド 

・データベースが取り込んだ CSV 等のデータが、児

童生徒や学級・学年・学校ごとに選択すると、本市教

育委員会の職員や市立小中学校の校長等でも分かり

やすいような形式で表示される 

⑦アラート表示 ・データベースが取り込んだ CSV 等のデータが、デ

ータ分析のアルゴリズム等に基づき、例えば、不登校

に関する子供の SOS が発せられている可能性が高い

場合などに、アラートとして表示される。 

※この他にも、今後実装が必要となる機能が追加になる可能性がある。 

 

   このうち、①から④までの機能については、データベースに標準的に備

わっている機能であると考えられる。また、⑤校務支援システム等との連
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携機能については、今後、元データの更新がなされた際に、その都度手作

業でデータベースに登録することとなれば、膨大な作業コストが継続的に

発生することから、その負担を軽減する観点でもデータベースに実装する

ことが必要である。 

   さらに、⑥ダッシュボード機能については、今後、本市教育委員会の職

員のみならず、市立小中学校の校長等といった教育関係者もデータの分析

結果等を容易に理解・活用できるような UI 等がなければ、データベース

の活用は「絵に描いた餅」と化す可能性が高いことから、データベースの

根幹を成す機能であると言うことができる。併せて、⑦アラート表示機能

についても、実証事業の趣旨であるプッシュ型（アウトリーチ型）支援を

行う上での重要な情報であり、データベース上で、そのような SOSが、上

記の者において容易に理解・活用できるような形で表示されることが必要

である。 

   このため、これらの機能については最終的にはデータベースに実装する

ことが必要である一方で、当面は、まず、どのような手法でこうした機能

が実現できるか、実現可能性について関係事業者とも協議を行いつつ、可

能なものからデータベースに実装していくこととする。 

そして、その後は、当面の実装における成果と課題を検証しつつ、上記

の最終的な姿をイメージしながら、随時、データベースに実装していく。 

 

（３）データベースに搭載するデータの対象年度 

データベースで利用するデータリストの要件としては、CSV 形式である

（汎用的にシステムで利用できる）ことのほか、IDで各データのリレーシ

ョン（紐付け）ができること、欠損や重複が排除され、表記や入力形式が

統一されていることが挙げられる。 

現在、こうした観点から、以下の図のように、①汎用的にシステムで扱

えない帳票形式で保存されているデータを CSV 形式に変換する、②ID が

付与されていないデータに ID を付与する、③複数ファイル、複数シート

にまたがって保存されているデータを１つに統一する、④データクレンジ

ング23を行う、といった作業を行っているところであり、その作業が完了

したものから、随時、データベースに搭載することとしている。 

 

                                                      
23 一般的には、データの欠損や重複や誤記、表記の揺れや入力形式の不統一を確認、修正

すること。データ分析の精度を上げたりアプリケーションで利用可能にしたりするために

必要。 
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具体的な対象年度については、現状のデータリストの整備状況や支援と

の接続性に鑑み、当面の作業としては、直近のデータ２年度分を対象とし

たデータリストの整備を優先することとする。他方で、例えば在籍してい

る児童生徒に係る数年前の乳幼児健診に係る情報や、在籍している中学校

３年生の小学校在籍時のデータについても、分析の結果、有用な情報とな

る可能性があることから、優先順位を定めつつ、随時、それ以前の年度に

遡ってデータリストを整備することも検討していく。 

また、令和５年度以降においては、データの収集方法の改善を図りつつ、

随時、最新の年度のデータリストを整備していく。 

 

（４）データベースに搭載するデータの保存期間 

    データベース構築前の運用としては、データ項目ごとに、当該データを

保有する保有・管理主体において、法令に保存期間の規定があるもの（例

えば指導要録については５年（学籍に関するものは 20 年）24、学校健診

                                                      
24 学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号） 

第二十八条 学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。 
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の健康診断票については５年25）はそれに従い、それ以外のものについて

は、戸田市文書管理規程（以下「文書管理規程」という。）に基づき、当

該文書の主務課の長（文書管理者）として適正に管理を行っているところ

である。 

    前述のとおり、データベースに搭載される情報のうち、こうした保有・

管理主体から提供を受けたものについては、特段、それが改変される訳で

はないため、データベースの取組が、その保存期間に特段の影響を与える

ものではない。他方、データベースにおける分析結果等については、デー

タベースに固有のものとして生成される新たな情報と言うことができ、

したがって、その保存期間について、総括管理主体である教育政策室とし

て検討を行う必要がある。 

この点、データベースにおける分析結果等は、それを参考として、活用

主体が当該児童生徒に対するアセスメントや支援を行うという意味で、

重要な意義を要する情報であり、文書管理規程上１年保存とされている

「照会、回答、報告等に関するもので軽易な文書等」又は３年保存とされ

ている「照会、回答、報告等に関するもので５年保存を要しない文書等」

「出張票等」「復命書」といった文書と同列に扱うことは適切ではない。

他方、上記の指導要録や健康診断票の保存期間が５年であること、及び文

書管理規程上 10年保存とされている文書が「告示及び広告に関する文書

等」「市議会に関する重要な文書等」といった文書であることにも鑑みれ

ば、データベースにおける分析結果等の保存期間は５年を基本とするこ

とが適当であると考える。 

 

                                                      

 一～三 （略） 

四 指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿 

 五～七 （略） 

② 前項の表簿（第二十四条第二項の抄本又は写しを除く。）は、別に定めるもののほ

か、五年間保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業

等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする。 
25 学校保健安全法施行規則（昭和三十三年文部省令第十八号） 

（健康診断票） 

第八条 学校においては、法第十三条第一項の健康診断を行つたときは、児童生徒等の健

康診断票を作成しなければならない。 

２・３ （略） 

４ 児童生徒等の健康診断票は、五年間保存しなければならない。ただし、第二項の規定

により送付を受けた児童又は生徒の健康診断票は、当該健康診断票に係る児童又は生徒

が進学前の学校を卒業した日から五年間とする。 



29 

 

 （５）卒業等に際してのデータの取り扱い 

児童生徒が本市の市立中学校を卒業した場合や本市の市立小中学校か

ら他自治体等の所管する学校に転校した場合など、本市の所管する市立小

中学校に在籍しなくなった場合には、「個人情報等の取扱いが必要となる

場合は、政策目的に照らし、個人情報等の取扱いが必要最小限の範囲内で

相当であるか否かを検討した上で取り組むことが重要である26」という一

般的な原則に照らせば、まずは保有・管理主体において、法令に別段の定

めがある場合を除き、当該児童生徒に係る個人情報は保存期間が経過した

場合など、政策目的上必要でなくなった段階で、個人情報としては削除・

破棄することとなり、これに伴い、そこからデータベースに搭載されたデ

ータについても同様の扱いとなる。また、データベースに固有の情報であ

る分析結果等についても、分析の基となった上記の情報に係る整理に併せ、

個人情報としては削除・破棄することとなる。 

他方、例えば学校教育法施行規則上、「校長は、児童等が進学した場合に

おいては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、

これを進学先の校長に送付しなければならない」こととされており、こう

した法令に基づくデータの引き継ぎについてはこの限りではない。また、

例えば「不登校になった児童生徒が、その以前に、あるアンケートの特定

の項目にどのような回答をしていたか」といった傾向については、氏名等

の単体で個人を識別することができる記述等を削除した情報としてデー

タを蓄積することで、より精度の高い分析が可能となり、したがって子供

たちへのより的確な支援につなげられる意義を有している。 

このため、こうした場合においても、氏名等の単体で個人を識別するこ

とができる記述等を削除した情報としてデータを蓄積し、分析することに

より、誰一人取り残されない、子供たち一人一人に応じた支援につなげる

方策についても、今後検討していくこととする。 

 

 （６）データベースの活用 

データベースの活用については、上記（１）の想定されるユースケース

を基に、具体的な活用について検証を行っていくことになるが、データベ

ースに搭載されている個人情報については、公益性の高い目的の下、守秘

義務のある地方公共団体や学校の教職員がその業務の範囲で取り扱うも

のであり、安易に外部に提供することには極めて慎重であるべきである。 

他方で、データを誰もが利用しやすい形でアクセスできるようにするオ

                                                      
26 「個人情報等の適正な取扱いに関係する政策の基本原則」（令和４年５月 25日個人情報

保護委員会）参照 
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ープンデータの取組は、行政の高度化・効率化・透明性向上とともに、官

民協働での諸課題の解決、これらを通じた社会全体の生産性向上に資する

ものであるため、地方公共団体においても、サイバーセキュリティや個人

情報の適正な取扱いを確保しつつ、公共データの公開及び活用を進めるこ

とが求められている27。例えば、個人情報ではなく、データベース構築に

際して本市が利用したデータフォーマットについて公開したり、個別のデ

ータ項目の標準化の手法を公開することは、今後、他の自治体が同様の取

組を進めようとする際に同様の作業をゼロから始める手間を省略できる

ことや、学術研究機関や民間事業者等（以下「学術研究機関等」という。）

において同様のデータフォーマットを採用している自治体間の比較をす

ることが容易になるといった効果が期待されることから、積極的に進めて

いくこととする。 

また、学術研究機関等とのデータ共有の在り方についても、データの利

活用と個人情報の保護の双方のバランスを図る観点から検討を行う必要

がある。現在の運用としては、教育データを本市から学術研究機関等に提

供する場合には、貸与データや利用目的、貸与期間、貸与データの管理、

秘密保持等について定めた覚書等28を当該学術研究機関等と個別に締結し、

それに基づいて申請書兼誓約書を提出させた上で、承認した場合に貸与を

行っている。さらに、当該データが個人情報に該当する場合には、市個情

条例に基づき審議会へ諮問を行い、承認を得た場合には提供を行っている。 

この点、デジタル社会形成整備法による改正後の個人情報保護法（地方

公共団体に係る改正部分）第 69条第２項第４号においては、「専ら統計の

作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき29、本人以

外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人

情報を提供することについて特別の理由があるとき」は、地方公共団体に

よる個人情報の臨時的な目的外利用又は外部提供が可能とされている30。

                                                      
27 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和４年６月７日閣議決定） 
28 覚書等のサンプルについて、参考資料参照。 
29 「保有個人情報の提供を受ける者が専ら統計の作成や学術研究という公益性の高い目的

のために利用する場合に、その利用に供するために提供することをいう。これらの場合に

は、提供した保有個人情報について特定の個人が識別することができない形で用いられる

ことが通常であり、個人の権利利益が侵害されるおそれが少なく、かつ、公共性も高いと

考えられることから、利用目的以外の目的のための利用及び提供の原則禁止の例外とした

ものである。」とされている。（「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド

（行政機関等向け）」（令和 4 年 2 月（令和 4 年 10 月一部改正）個人情報保護委員会事

務局）） 
30 ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することに
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他方で、学術研究機関等がデータを利活用する目的としては、前述のよう

に規定されている、専ら統計の作成又は学術研究の目的といったものが主

であり、また、データベースの活用についても、児童生徒個人への支援で

はなく統計的な傾向の分析や効果の検証が主として想定され、その限りに

おいては、児童生徒が特定される個人情報としての提供が必要とは必ずし

も考えられない。仮に、そうした学術研究目的での分析の結果を児童生徒

個人への支援に活用しようとする場合には、地方公共団体において、氏名

等の単体で個人を識別することができる記述等を削除した上で学術研究

機関等に提供し、分析結果の提供を受けたデータと、そうした削除を行う

前の元データを照合することで対応が可能であると考えられる。 

また、現行の個人情報保護法において、個人情報取扱事業者である学術

研究機関等は、学術研究目的で行う個人情報の取扱いについて、同法の規

定を遵守するとともに、その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、

かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならないものとされて

いるものの、地方公共団体から個人情報を学術研究機関等に提供すること

により、個人情報の漏えい等のリスクが生じる可能性を完全に排除するこ

とはできない。 

こうしたことから、本市から学術研究機関等にデータを共有するに当た

っては、氏名等の単体で個人を識別することができる記述等を削除した上

で提供することを基本としつつ、個別に覚書等の締結の過程において学術

研究機関等と調整を行うこととする。 

 

  

                                                      

よって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、

この限りでないとされている。 
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Ⅳ．おわりに 

 

 データは、教育の未来を切り拓く鍵になる。 

 

本市においては、こうしたデータの可能性を信じ、誰一人取り残されない、子

供たち一人一人に応じた支援の実現に向けて、教育データの利活用を推進して

きた。 

 

他方で、教育データの利活用に当たっては、様々な「壁」がある。 

デジタル化もされていない膨大な紙の書類が散らばっているという「紙の壁」。

そして、各データがそれぞれの政策目的（分野）に応じ、部局／機関、情報シス

テムごとにバラバラに保存されているという「分野・組織の壁」。さらには、「デ

ータ利活用は危ないものだ」「なくても何も困っていない」といった「意識の壁」。 

こうした「壁」を打破し、現象が発生してから、断片的・部分的な情報に基づ

いて対応する「後手」の対応から、こうしたデータのうちそれぞれの目的に応じ

て必要となるものを、個人情報の保護措置を講じた上で連携させ、子供たちの

SOSを早期発見することでプッシュ型の支援を行う、いわば「先手」の対応に転

じていく必要があるのではないか。 

 

令和５年４月に創設される「こども家庭庁」に係る令和５年度概算要求におい

ては、「潜在的に支援が必要なこどもを早期に発見し、アウトリーチ支援につな

げるための情報・データ連携について、デジタル庁や内閣府における検討の成果

や課題を引き継ぎ、データ連携を進める際のガイドラインの策定や個人情報の

適正な取り扱い等について、検討を行う。また、全国への横展開を見据え、地方

自治体における実証事業を実施する。」こととされている。 

 

データ連携を進める際のガイドラインの策定や、全国への横展開に向けて、

「いま、困っている子供たちを救うために、データの力で何か支援等が出来ない

か」と感じておられる自治体等の関係者の方々にとって、本ガイドラインが何か

のお役に立てることを願っている。 

 

そして、「経験、勘、気合い」といった「３Ｋ」のみの指導から脱却して「根

拠、検証、科学」の「新たな３Ｋ」へと今まさに船出し、教育改革の「ファース

トペンギン」を目指し続ける、本市の挑戦にこれからも注目、応援をいただけれ

ば幸いである。 
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参 考 資 料 

 

※以下は、あくまでもサンプルであり、記載内容は個別の事情により異なる。 

※最低限、個別に記載を変更すべき箇所は、灰色網掛けとしている。 

 

共同研究「●●」に関するデータ貸与に係る覚書 

 

戸田市教育委員会 教育長 （氏  名）（以下「甲」という。）と（産官学名）（役

職）（代表者氏名）（以下「乙」という。）は，共同研究「●●」に関するデータの貸

与にあたり，次の各条のとおり覚書（以下「本覚書」とする。）を締結するものとする。 

 

（定義） 

第 1条 本覚書における「分析成果」とは，本覚書に基づき乙に貸与されるデータ（以

下「貸与データ」という。）を用いた分析により得られた成果であり，第２条に規定

する貸与データの利用目的に関係する著作物をいう。 

 

（貸与データ等） 

第２条 甲は，共同研究「●●」に関する自らが保有するデータについて，次の各号に

よって，乙に貸与する。 

(1) 貸与データ 共同研究「●●」（以下「共同研究」という。）にお

いて必要となる、（貸与データの種類）（児童生徒の

氏名，生年月日等個人を特定する情報は除く。）。 

(2) 貸与データの利用目的 （利用目的） 

(3) 貸与データの利用場所 別紙のとおり 

(4) 貸与に当たって乙の負担

する経費 

０ 円 

(5) 貸与データの形式 Excel等電子データ 

 

（貸与期間） 

第３条 貸与データ等を貸与する期間（以下「貸与期間」という。）は，本覚書締結日

から令和●年（20●年）●月●日までとする。 

２ 甲乙協議の上，貸与期間を延長することができる。 

 

（分析担当者） 

第４条 乙は，乙が別表に掲げる者を分析担当者として，貸与データを用いた分析に従



34 

 

事させることができるものとする。 

２ 乙は，分析担当者の追加又は変更等で別紙及び別表の記載事項に変更が生じる場合

は，あらかじめ甲に書面により通知するものとする。 

 

（分析担当者の監督）  

第５条 乙は，貸与データ等の取扱いについて，本覚書の趣旨にのっとり，厳重な秘密

の保護を求めるため，分析担当者から誓約書（様式）の提出を受けなければならない。  

２  乙は，前項の規定により分析担当者から誓約書の提出を受けたときは適正に保管

し，甲からの申し出があった際には，その写しを提出しなければならない。ただし，

次条第３項により，契約書の写しを甲に提出する委託先の第三者については，誓約書

の提出は求めないものとする。 

３  乙は，その取り扱うデータの適切な管理が図られるよう，分析担当者に対して，第

１０条第２項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他必要か

つ適切な監督を行わなければならない。  

 

（利用の制限）  

第６条  乙は，貸与データを，第２条で示す利用目的の範囲外で自ら利用し，又は第三

者に再貸与，譲渡その他の方法による提供をしてはならない。この覚書が終了し，又

は解除された後においても同様とする。 

２ 乙は，前項の規定にかかわらず，本覚書に基づき貸与されたデータを，本覚書の目

的に沿った分析を行う場合に限り，分析担当者に再貸与することができる。その場合

においては，全てのデータの安全が図られるよう再貸与し，再貸与を受けた分析担当

者に対して，必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

３ 乙は，第２条（２）に定める目的で行う調査業務の一部を第三者へ委託する場合は，

第１項の規定にかかわらず，委託先の第三者へ調査に必要なデータを提供することが

できる。その場合において，乙は，委託先の第三者に対し，貸与データの適正な管理

のために必要な指示監督を行うものとし、乙と委託先の第三者との間で締結する貸与

契約書の写しを甲に提出することとする。 

 

（複製等の禁止）  

第７条  乙は，貸与データについて，き損等に備え重複して保存する場合又はデータを

送信先と共有しなければ目的を達成することができない場合以外には，複製，持ち出

し，送信その他データの適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならな

い。ただし，あらかじめ甲の承認を受けた場合は，この限りでない。 

 

 （成果物の帰属） 
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第８条 分析成果の著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）に規定するデータベ

ースの著作物の著作権及び外国における著作権（同法第２７条の翻訳権，翻案権等を

含む。）に相当する権利を含む。）は，乙に帰属することとする。ただし，分析成果

については，甲に提供するとともに，これを無償で使用できるものとする。 

 

（成果物の公表） 

第９条 乙は，分析成果の公表にあたっては，児童生徒，教師及び学校等が特定できな

いよう配慮するとともに，公表内容について甲に対して事前に十分な時間をもって報

告することとする。 

 

（秘密の保持） 

第１０条 乙は，貸与データの利用に関して知り得た秘密を第三者に漏らし，又は，第

２条で示す利用目的の範囲外で利用してはならない。この覚書が終了し，又は解除さ

れた後においても同様とする。 

２ 乙は，貸与データを用いた分析を行うに当たっては，十全なセキュリティ対策が施

されたネットワーク及びコンピュータを用い，必要に応じて当該データの電子ファイ

ルを暗号化する等，情報の漏えいを防止するために必要な措置を講じなければならな

い。 

３ 第１項及び前項の規定は，貸与データを用いた分析により得られた中間生成物（以

下「中間生成物」という。）についても同様とする。 

４ 次の各号の一に該当する資料及び情報は前各項の規定を適用しないものとする。 

（１）既に公知のもの，又は自己の責に帰することのできない事由により公知となっ

たもの 

（２）守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの 

（３）甲から書面により開示を承諾されたもの 

（４）乙が貸与データによらず独自に開発し又は知り得たもの 

５ 甲は，乙が正当な理由なくして，第１項及び第３項に規定する条項に違反したとき，

又は第 2項の規定の違反により損害が生じたときは，乙に対し損害賠償を請求できる

ものとする。 

６ 乙は，自らの責めに帰すべき情報の漏えい又は不正使用があった場合は，これによ

り生じた一切の損害について，賠償の責めを負うものとする。 

 

（紛失等） 

第１１条 乙は，災害又は事故により貸与データを紛失した場合又はその恐れが生じた

場合は，速やかに甲へ報告するものとする。 

２ 乙は，前項のほか，自らの不注意などにより貸与データを紛失した場合，情報が漏
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えいしていることが判明した場合，又はその恐れがあることが判明した場合は甲に報

告し，その指示に従うものとする。 

 

（利用後の処理） 

第１２条 乙は，貸与データの貸与期間終了後，貸与データ及び中間生成物を消去又は

廃棄又は返却し，その旨を速やかに甲に報告するものとする。 

２ 乙は，貸与期間中であっても，甲から貸与データ及び中間生成物を消去又は廃棄及

び返却の求めがあった場合は，これに従わなければならない。 

 

（調査等） 

第１３条 甲が貸与データの利用状況及び管理状況について乙に対して調査し，報告を

求めることができる。 

２ 前項に基づき，甲が乙へ調査等を求めた場合には，乙は，これを拒まないものとす

る。 

 

（覚書の解除） 

第１４条 甲及び乙は，相手方が次の各号のいずれかに該当するときは，本覚書を解除

することができるものとする。 

（１） 相手方が本覚書に関し，不正又は不当な行為をしたとき 

（２） 相手方が本覚書に違反したとき 

 

（覚書に違反した場合の措置） 

第１５条 甲は，乙が本覚書に違反し，又は乙に本覚書の解除に当たる事由が存すると

認められた場合は，本覚書の解除の有無にかかわらず，以下の措置を執ることができ

る。また乙は，本覚書の終了の有無にかかわらず，事後，この措置が適用されること

に同意する。 

 一 乙に対して貸与データの速やかな返却，中間生成物の消去を行わせ，以後の利用

を中止させること 

 二 乙の氏名及び所属機関名を公表すること 

 三 乙に対して一定の期間又は期間を定めずに貸与データを貸与しないこと 

２ 前項において分析担当者が違反した場合であっても，乙において分析担当者の監督

における故意又は過失が認められる場合は乙を違反者として取り扱うものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず，分析担当者が故意又は重大な過失により本覚書の遵守事

項に違反したと認められた場合は，甲は分析担当者の氏名及び所属機関名を公表する

ことができる。 
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（損害賠償） 

第１６条 甲は，第１０条に定めるほか，乙の故意又は重大な過失に基づく本覚書上の

義務の不履行によって損害を被ったときには，その賠償を請求できるものとする。 

 

（免責） 

第１７条 乙は，貸与データを利用したことにより，何らかの不利益や損失を被る事態

が生じたとしても，甲は乙に対し，一切の責任を負わないものとする。 

２ 甲は，乙が貸与データを利用することにより第三者との間で権利侵害等の問題が生

じたとしても，一切の責任を負わないものとする。 

 

（覚書の有効期間） 

第１８条 本覚書の有効期間は，第３条に定める期間と同一とする。 

２ 前項にかかわらず，本覚書の失効後も，第８条から第１２条まで，第１６条及び第

１７条の規定は，当該条項に定める対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。 

 

（協議） 

第１９条 本覚書に定めのない事項について，これを定める必要があるとき，又は本覚

書の規定の解釈に疑義を生じたときは，甲乙協議の上，定めるものとする。 
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この覚書の締結を証するため，本覚書２通を作成し，甲，乙それぞれ１通を保管するも

のとする。 

令和 年  月  日 

 

(甲) 埼玉県戸田市上戸田１丁目１８番１号  

 戸田市教育委員会 

教育長  （氏  名）   印 

 

    

(乙) （所在地住所） 

（産官学名）  

 （役職）   （代表者氏名）   ○印  
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（様式） 

 

令和  年  月  日 

 

誓  約  書 

 

 （産官学名）  

（役職） （代表者氏名） 殿 

 

 

                                        

___（分析担当者）__  印 

 

 

 戸田市教育委員会 教育長 （氏  名）との共同研究「●●」において，戸

田市から貸与されるデータを用いた分析に従事することとなりました。 

 ついては，本分析で扱うデータには，厳重な秘密の保護を要求されることに留

意し，下記事項について誓約致します。 

 

記 

 

１ 戸田市教育委員会 教育長 （氏  名）と（産官学名） （役職） （代表

者氏名）氏が令和 年 月 日に締結した「共同研究「●●」に関するデータ

貸与に係る覚書」に規定する事項を遵守し，データは適切に取り扱うこと。 

２ データの分析の処理上知り得た事実，その他の分析中に知り得た情報の一

切について，分析期間であるか否かにかかわらず，第三者に漏らさないこと。 

３ （代表者氏名）氏の指示なく，データを持ち出し，転写し，若しくは貸出し，

または第三者に閲覧させないこと。 

４ データを用いた分析を行うに当たっては，情報の漏えいを防止するために

必要な措置を講じること。 

５ データは，紛失ないよう慎重に取り扱い，事故が生じたときは，速やかに（代

表者氏名）氏の指示を仰ぐこと。 

                                   

以上  
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別紙 （第２条(3)関係） 

 

貸与データの利用場所 一覧 

 

××大学 △△研究室 

 

 

  



41 

 

別表（第４条関係） 

 

分析担当者 

 

氏   名 所属部局・職名 貸与データを用いた分

析における役割 

   

   

 


